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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオストリームを符号化する方法であって、
　前記ビデオストリームのフレームの中で符号化される複数の対象画像部分の各々に対し
て、ソース符号化歪みと損失に起因する誤り伝搬歪みの推定値とに基づく前記対象画像部
分の歪みの推定値と、前記対象画像部分を符号化するために必要なビットレートの尺度と
を含む関数を最適化することにより、一群の符号化モードのうちの好ましいものを選択す
る処理を含むレート－歪み最適化プロセスを実行するステップと、
　選択された前記符号化モードを使用して、前記対象画像部分を符号化されたビデオスト
リームに符号化するステップと
　を有し、前記方法は、複数の受信端末の各々に同一のレート－歪み最適化プロセスを使
用して、送信端末から前記複数の受信端末の各々に各自の損失性チャネルを介して同一の
符号化された前記ビデオストリームを送信するステップをさらに有し、
　前記同一のレート－歪み最適化プロセスを使用することは、前記関数の同一の最適化に
基づいて前記対象画像部分毎に同一の符号化モードを選択することを含み、
　前記誤り伝搬歪みの推定値は、複数のチャネルに関して見込まれる損失に起因して生じ
るおそれがある誤り伝搬歪みの集計推定値を有する、方法。
【請求項２】
　前記チャネルのうちの２つ以上は、共通のマルチキャスティング中継ノードを経由し、
前記送信端末は、前記符号化されたビデオストリームを第１の区間を介して前記マルチキ
ャスティング中継ノードに送信し、前記マルチキャスティング中継ノードは、２つ以上の
受信端末の各々に各自のチャネルの第２の区間を介して各自の符号化されたビデオストリ
ームのインスタンスを転送する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記チャネルの各々を介する損失の個別の確率を決定するステップと、前記個別の確率
に基づいて集計確率を決定するステップとを有し、前記歪みの集計推定値は、前記集計確
率に基づいている、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記２つ以上のチャネルの各々に対する個別の確率は、区間各々を介する損失の確率を
組み合わせることにより決定される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　当該方法は、前記チャネルの各々に関して見込まれる損失に起因して生じるおそれがあ
る誤り伝搬歪みの個別の推定値を決定するステップを有し、前記誤り伝搬歪みの集計推定
値は、前記誤り伝搬歪みの個別の推定値を集計することにより決定される、請求項１－４
のうち何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　当該方法は、符号化モードの選択各々の後に前記誤り伝搬マップを更新することにより
、前記チャネルの各々に対する個別の誤り伝搬歪みマップを維持するステップを有し、前
記歪みの個別の推定値は、前記歪みマップ各々から決定される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記チャネル１つ以上のうちの各々に対する前記誤り伝搬歪みの個別の推定値は、前記
受信端末各々からのフィードバックに基づいている、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　前記フィードバックは、先行するフレームの少なくとも一部が受信されたという肯定応
答と、前記先行するフレームの少なくとも一部が受信されなかったというレポートとのう
ちの一方を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　ビデオストリームを符号化する送信端末であって、
　前記ビデオストリームのフレームの中で符号化される複数の対象画像部分の各々に対し
て、ソース符号化歪みと損失に起因する誤り伝搬歪みの推定値とに基づく前記対象画像部
分の歪みの推定値と、前記対象画像部分を符号化するために必要とされるビットレートの
尺度とを含む関数を最適化することにより、一群の符号化モードのうちの好ましいものを
選択する処理を含むレート－歪み最適化プロセスを実行するように形成されるエンコーダ
であって、前記選択された符号化モードを使用して、前記対象画像部分を符号化されたビ
デオストリームに符号化するように形成されるエンコーダと、
　前記送信端末から複数の受信端末の各々に各自の損失性チャネルを介して同一の符号化
されたビデオストリームを送信するように形成される送信機とを備え、
　前記エンコーダは、前記複数の受信端末の各々に同一のレート－歪み最適化プロセスを
使用するように形成され、前記同一のレート－歪み最適化プロセスを使用することは、前
記関数の同一の最適化に基づいて前記対象画像部分毎に同一の符号化モードを選択するこ
とを含み、
　前記エンコーダは、誤り伝搬歪みの前記推定値が、複数の前記チャネルに関して見込ま
れる損失に起因して生じるおそれがある誤り伝搬歪みの集計推定値を有するように形成さ
れる、送信端末。
【請求項１０】
　請求項１－８のうち何れか１項に記載の方法を送信端末のコンピュータに実行させるコ
ードを有する、ビデオストリームを符号化するためのコンピュータプログラム。
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